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１．選定審査会開催状況 

令和３年 10月３日（日）から令和４年９月 20日（火）の間で、下記のとおり選定審

査会を開催した。 

 

回 日    時 開催内容 

第１回 令和３年 10 月３日（日） 13:30～16:45 運営法人募集要項（案）について 

第２回 令和３年 10 月 22 日（金） 18:30～20：20 選定基準（案）と選定方法について 

第３回 令和４年５月 27 日（金） 18:30～21:30 

スケジュール変更について 

運営法人募集要項（案）について 

選定基準（案）と選定方法について 

第４回 令和４年８月 30 日（火） 18：15～21:20 
運営法人の応募状況について 

書類審査 

第５回 令和４年９月 13 日（火） 18：15～21:45 プレゼンテーション審査 

第６回 令和４年９月 20 日（火） 18：30～19:30 運営法人の選定について 

 

 

２．運営法人の募集 

 市立桜丘北保育所運営法人の募集については、「枚方市立保育所（桜丘北保育所）民

営化に係る運営法人募集要項」（令和６年４月１日移管分）（以下「募集要項」という。）

を定め、募集要項に基づき、選定審査会の事務局である子ども未来部子育て支援室私立

保育幼稚園課が下記のとおり行った。 

 

（１） 申込書類の配付 

令和４年６月３日（金）から８月 19日（金）まで 

私立保育幼稚園課で配付（市ホームページでも入手可能） 

（２） 説明会及び現地見学会 

日時：令和４年６月 19日（日）13時 00分～15時 10分 

会場：市立桜丘北保育所等 

（３） 申込受付 

令和４年８月 12日（金）から８月 19日（金）まで 

     私立保育幼稚園課で受付 

 

 

３．運営法人の応募状況 

 令和４年８月 12 日（金）から８月 19 日（金）までの間で申込受付を行ったところ、

３法人から応募があった。応募した社会福祉法人は次のとおりである。 



2 

 

【応募した社会福祉法人】 

法人

番号 
受 付 日 応募法人名 

運営保育所・幼保連携型認定こども園 

（定員、所在地） 

１ 令和４年８月 17日 
社会福祉法人 

たんぽぽ福祉会 

枚方たんぽぽ保育園（ 90人、枚方市） 

つくし保育園（ 30人、枚方市） 

畷たんぽぽ保育園（ 70人、四條畷市） 

津の辺保育園（ 90人、大東市） 

２ 令和４年８月 19日 
社会福祉法人 

晋栄福祉会 

智鳥保育園★(213人、門真市) 

東野田ちどり保育園★(214人、大阪市) 

城東ちどり保育園★(302人、大阪市) 

大阪市立東中本保育所(運営委託)(112人、

大阪市) 

大阪市立北恩加島保育所(運営委託)(104

人、大阪市) 

いちぶちどり保育園★(115人、生駒市) 

中之島ちどり保育園★(97人、大阪市) 

御堂筋本町ちどり保育園(96人、大阪市) 

川面ちどり保育園(120人、宝塚市) 

たかとりちどり保育園(80人、神戸市) 

神戸元町ちどり保育園(60人、神戸市) 

新福島ちどり保育園(104人、大阪市) 

走谷ちどり保育園（120人、枚方市） 

あまだのみやちどりこども園★（公私連携

型）（210 人、交野市） 

３ 令和４年８月 19日 
社会福祉法人 

因明会 

認定こども園ぱる★（120人、泉大津市） 

柳川認定こども園★（90人、高槻市） 

※法人番号は申込順。 

 保育所又は幼保連携型認定こども園のみ記載。 

★は、幼保連携型認定こども園。 

令和４年９月８日（木）に見学を希望する委員が、応募法人の運営する施設を見学 

 

 

４．運営法人の選定 

（１）選定方法 

応募法人が３法人であったことから、募集要項１０．（４）の規定に基づき、最高

点となった法人を以下の方法で選定した。 

①書類審査 

応募法人から提出された申込書類及び添付書類の内容について審査。 

②プレゼンテーション審査 

応募法人からプレゼンテーションを受け、内容について審査。 
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（２）基準点 

   ５９点（※委員１人あたり１００点満点） 

 

（３）評価方法 

応募法人が提出した書類及びプレゼンテーション内容を審査して、各委員が選定審

査表（仮審査用）に採点を行い、各委員の採点結果をとりまとめた仮集計による意見

交換を実施した。 

その後、各委員が選定審査表（本審査用）に採点を行い、集計の結果、基準点 413

点（委員７人×59点）を満たし、最高点を獲得した法人を選定した。 

 

（４）審査結果 

  上記方法に基づき審査を行ったところ、下記のとおりの審査結果となった。 

【応募法人審査結果】 

法人番号 法人名 得点 

１   社会福祉法人 たんぽぽ福祉会 ６３９ 

２   社会福祉法人 晋栄福祉会 ４６８ 

３   社会福祉法人 因明会 ４１４ 

 

 

５．選定結果 

４の（４）の審査結果により、社会福祉法人 たんぽぽ福祉会が最高点を獲得して

いることを確認した。 

よって、本選定審査会としては、社会福祉法人 たんぽぽ福祉会を市立桜丘北保育

所の運営を移管する法人として選定することとした。 

 

 

６．附帯意見 

  今後、民営化の実施にあたっては、以下の点に十分に留意の上、進めること。 

① 法人は、公立保育所の保育を引き継ぐことについて、桜丘北保育所が地域で担って

きた役割をしっかりと継承すること。また、適宜、市や保護者との協議を行うなど丁

寧に対応し、保護者の不安解消に努めること。 

② 保育所の整備については、設計段階から法人、市、保護者を含めた三者での協議を

行い、可能な限り保護者等の意見も取り入れながら進めること。 

③ 周辺の交通事情も踏まえ、安全面に配慮した保育所整備及び運営に努めること。 

④ 社会情勢等の変化に伴い、本要項に記載する内容について、履行困難な状況が生じ

るおそれがある場合には、市が中心となって、保護者・法人と協議し、円滑な事業推

進を図るため、調整に努めること。 
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＜添付書類＞ 

 １ 枚方市立保育所民営化に係る運営法人選定審査会（桜丘北保育所）委員名簿 

 ２ 枚方市立保育所民営化に係る運営法人募集要項（桜丘北保育所） 

 ３ 枚方市立保育所民営化に係る運営法人選定審査会（桜丘北保育所）選定結果 



構成人数：７人

委員 構　　　　成 氏　　名 職　　名　　等

冨岡　量秀 大谷大学教授

石田　慎二 帝塚山大学教授

２号
社会福祉法人の経理に関する
専門的知識を有する者

今西　義行 税理士

笹田　幸代 枚方市立桜丘北保育所保護者代表

村上　ちづる 枚方市立桜丘北保育所保護者代表

４号
枚方市民生委員児童委員を
代表する者

福間　眞智子
枚方市民生委員児童委員協議会
副会長

５号 市民団体を代表する者 渡辺　桂造
桜丘北校区コミュニティ協議会
会長

（敬称略）

枚方市立保育所民営化に係る運営法人選定審査会委員名簿
（桜丘北保育所）

１号 学識経験を有する者

３号
民間による運営への移行を
決定した保育所の保護者を
代表する者

別添１
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枚方市立保育所（桜丘北保育所）民営化に係る運営法人募集要項 

（令和６年４月１日移管分） 

 

 

枚方市立保育所の移管により保育所を設置、運営する社会福祉法人（以下「法人」と

いう。）を地方自治法施行令第 167 条の２第 1 項第 2 号の規定に基づき、下記のとお

り募集します。 

 

１． 移管する保育所の名称、所在地、定員等 

枚方市立桜丘北保育所  枚方市桜丘町２０－１   定員９０人  

昭和５４年４月１日開設、敷地面積  2219.01㎡、建物面積  710.24㎡、構造 軽

量鉄骨造 平屋建 昭和５４年３月建築 

 

２． 移管する時期 

    令和６年４月１日 

 

３． 移管条件 

（１）保育所用地について 

枚方市は、法人に桜丘北保育所敷地 ２,２１９．０１㎡を契約により無償で貸

し付けます。貸付期間は、１０年間とし、期間満了前に枚方市と協議のうえ、期

間を更新することができるものとします。 

（２）保育所建物等について 

枚方市は、法人に既設保育所建物やプール、遊具、備品等を契約により無償で譲

渡します。（（３）③の場合を除く。） 

（３）保育所整備について 

法人は新たな保育所の整備を行うこと。具体的な保育所整備については、基本 

的な整備計画、施設の配置計画、整備内容、スケジュール等の提案を行うこと。 

保育所整備については、安全対策、騒音対策など必要な措置を講じること。 

 ①新たな保育所の整備 

法人は既設保育所（建物、遊具、安全柵等）を撤去し、現敷地内に新たに保育所

を整備すること。あわせて、保育環境の向上に努めること。 

②仮設保育所の整備 

新たな保育所の整備（③を除く）にあたっては、市が調整した仮設用地（以下「仮

設候補用地※」という。）又は法人が確保した用地に法人が仮設保育所を整備す

ること。仮設候補用地を使用する場合は、法人が用地所有者から契約により有償

で貸し付けを受けること。また、仮設候補用地の貸付期間は、令和６年２月１日

から令和７年３月３１日までとする。なお、法人は、仮設候補用地を適切に管理

別添２ 
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するとともに、貸付期間が終了するまでに用地所有者と協議の上、貸付開始前の

原状に回復して返還すること。法人が確保した用地に仮設保育所を整備する場

合は、現敷地からおおむね半径５００ｍ以内に用地を確保すること。 

※仮設候補用地は Ｐ９＜参考資料１＞「１．桜丘北保育所民営化に伴う各施設

位置図」～Ｐ１２「用地概況」のとおり。 

③法人が確保した用地に新たな保育所の整備を行う場合（以下「移転」という） 

①・②の手法による整備（仮設保育所を活用し現敷地内に新たな保育所の整備を

行う場合）よりも、広い屋外遊戯場が確保できる、敷地内に駐車場を確保できる

等、保育環境や利便性の向上が確保できる場合に限り、移転の提案も可能とする。

ただし、移転先の用地は現敷地からおおむね半径３００ｍ以内とする。なお、移

転の場合、既設保育所（建物、遊具、安全柵等）の撤去は不要とする。この場合

において、既設保育所で保育を行う期間については、既設保育所建物やプール、

遊具、備品等を契約により市から貸与を受けることとする。 

④その他 

①、②、③いずれの場合も、児童の送迎用の駐車場及び駐輪場を整備すること。

駐車場の整備が困難な場合は、近隣の駐車場を借り上げるなどの対策を検討す

ること。 

（４）保育所整備のスケジュールについて 

（３）①の整備は、令和７年２月までに新たな保育所の整備を行うこと。 

（３）③の整備は、令和７年度末までのできるだけ早い時期に新たな保育所 

の整備を完了すること。なお、保育所整備に係る補助の対象は２か年までとな 

るため留意すること。 

   （参考 過去の例をもとに仮設保育所を活用し現敷地内に新たな保育所の整備を

行う場合） 

令和５年度  基本・実施設計の作成、補助金の協議、建築確認等の申請、仮 

       設保育所の整備に着手。 

令和６年度  仮設保育所への移転、新たな保育所工事の着手、新たな保育 

       所の利用開始（令和７年２月）仮設候補用地の返還（令和７ 

       年３月３１日）。 

（５）法律及び関係法令等の遵守について 

保育所整備にあたっては、安全対策を図り、関係法令や枚方市児童福祉施設の設

備及び運営に関する基準を定める条例（平成２５年１２月９日枚方市条例第５

７号）、枚方市開発事業等の手続等に関する条例（平成１７年６月２７日枚方市

条例第４６号）等を遵守するとともに、別途、枚方市と協議すること。 

（６）保育所整備に係る補助について 

保育所整備に係る補助については、国の施設整備交付金に係る国・市負担分に、

枚方市が国の施設整備交付金等に係る国庫補助額を国の負担割合で除した額の



 

 

 

8 

４分の１に相当する額を加え、補助します。 

（７）法人の負担について 

水道、下水道及びその他電気・ガス等に係る手続き及び費用、また、敷地内工事

に係る手続き及び費用については法人負担とします。 

（８）シックハウス対策、新型コロナウイルス感染症対策について 

施設整備に際し使用する建材や家具等については、シックハウスの原因の恐れ

となる化学物質（ホルムアルデヒド等）の発生がない、若しくは極力少ないもの

を採用すること。工事完了後、空気濃度調査を行い厚生労働省が定める「化学物

質の室内濃度指針値」に定める濃度以下であることを確認し、報告書を提出する

こと。 

また、施設整備にあたっては、建築基準法に基づく機械換気の導入や抗菌対策等、

新型コロナウイルス感染症対策を行うこと。 

（９）保育所整備に係る保護者等への説明について 

保育所整備にあたっては、事前に保護者や地域に説明を行うなど、誠意をもって

対応すること。 

（１０）協定書の締結について 

法人は、枚方市と移管に関する協定書を締結するものとする。また、締結する協

定書に記載する各種事項については、信義誠実の原則に基づいて履行すること。 

 

４． 応募資格及び条件 

（１）令和４年８月１日現在で、以下のいずれかの条件を満たしていることとします。 

①児童福祉法第７条に規定する保育所又は幼保連携型認定こども園を枚方市内

において、引き続き１０年以上運営している社会福祉法人であること。 

②児童福祉法第７条に規定する保育所又は幼保連携型認定こども園を大阪府内、

京都府内若しくは奈良県内において、引き続き１０年以上運営している社会福祉

法人で、法人本部を大阪府内、京都府内若しくは奈良県内に設置していること。 

   ただし、幼保連携型認定こども園については、保育所から認定こども園に移行し

た施設で、通算の運営期間が１０年以上であること。 

（２）保育所を運営するために必要な経営基盤及び社会的信望を有していること。 

（３）法令、通知などを遵守し、移管を受けた法人自らが運営すること。 

（４）移管前の保育内容（行事を含む）を引き継ぐこと。なお、保育制度の改正や社会

状況等の変化により、「枚方市立保育所民営化に係る運営法人募集要項」の内容

に変更が生じる時は、枚方市と法人で協議の上、変更するものとします。 

（５）枚方市の保育行政をよく理解し、積極的に協力を行うこと。 

（６）理事長は、社会福祉事業に熱意と識見を有すること。 

（７）施設長は、健全な心身を持ち、児童福祉事業に熱意のある者であり、児童福祉事

業の理論と実践について知識と経験を有する者を配置すること。 
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（８）保育所運営について 

①定員は９０人とすること。 

②開所時間は午前７時から午後７時までの現行の保育時間を維持することとし、ニ

ーズがあれば午後７時を超える延長保育の実施を検討すること。 

③保育所休所日は日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日から 1月３日）とするこ

と。 

④独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入すること。 

⑤施設は、原則として保育所運営以外に使用しないこと。 

⑥保育所運営については、枚方市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定め

る条例（平成２５年１２月９日枚方市条例第５７号）及び関係法令、通知等を遵

守すること。ただし、職員配置については、本要項の「４（10）職員について」

によるものとする。 

⑦危機管理体制を構築するとともに、安全対策について必要な措置を講じること。 

⑧保育所における衛生管理を徹底するとともに、新型コロナウイルス感染症対策に

ついて必要な措置を講じること。 

（９）保育内容等について 

①保育内容については、保育所保育指針（平成２９年３月３１日厚生労働省告示第

１１７号）を基本とし、保育課程、指導計画を作成し、実施すること。 

②障害児保育を適切に実施すること。 

③桜丘北保育所で提供していた給食・おやつを基本とすること。さらに、食物アレ

ルギー児については、子どもの状況に応じて除去食、代替食などの対応を行う

こと。 

④健康診断については、内科健診及び尿検査を年２回、歯科健診を年１回実施する

こと。 

⑤地域子育て支援事業をＰ１３＜参考資料２＞枚方市私立保育所子ども・子育て支

援事業補助金交付要綱に基づき実施すること。 

⑥新たな保育所利用開始後、概ね１年以内に福祉サービス第三者評価を受けること。

また、計画的な職員研修の実施など、積極的に保育の質の向上に努めること。 

⑦その他、園行事、給食、食育、児童の健康管理等について、法人の考えを示すこ

と。 

（10）職員について 

①保育士の配置については、枚方市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成２５年１２月９日枚方市条例第５７号）を遵守するほか、Ｐ１３

＜参考資料２＞枚方市私立保育所子ども・子育て支援事業補助金交付要綱に基

づき１歳児は児童５人に対し、保育士１人以上の配置基準とすること。 

②保育士の年齢構成及び保育経験年数に配慮した配置とすること。また、あわせて

保育士の確保について法人の考えを示すこと。 
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③看護師を配置すること。また、「病児保育事業の実施について」（平成２７年７月

１７日雇児発０７１７第１２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に定め

る病児保育事業の体調不良児対応型の実施について検討すること。 

④桜丘北保育所に勤務している枚方市の会計年度任用職員等が移管後の保育所で

の就労を希望する場合は、その採用について積極的に検討すること。 

⑤苦情解決責任者及び苦情受付担当者を設置するとともに、第三者委員も配置し、

苦情に対して適切に対応すること。 

⑥Ｐ２２＜参考資料３＞大阪府公正採用選考人権啓発推進員設置要綱に基づき、

「公正採用選考人権啓発推進員」の設置に努めること。 

（11）引き継ぎ等について 

①枚方市と合同で保護者説明会を、法人決定後、速やかに開催するとともに必要に

応じて随時行うこと。 

②保護者代表、法人、枚方市の三者で構成する三者懇談会を移管前及び移管後の各

１年間設置し、必要に応じて懇談を行うこと。また、期間終了後も、市の求めに

応じて懇談を行う場合があります。 

③移管１年前から、施設長予定者等は、随時、桜丘北保育所を訪問し、保育内容等

の確認（年中行事の当日参加や企画段階からの参加、障害児等配慮を要する子ど

もの保育状況や対応の確認を含む）を行うとともに、桜丘北保育所の保育士と引

き継ぎのための保育（以下、「共同保育」という。）の実施計画作成の協議を行う

こと。 

④令和５年１０月から令和６年３月の６か月間「共同保育」を実施し、法人は各ク

ラスに保育士を配置すること。なお、共同保育期間中の延べ保育時間数の５０％

以上に相当する時間数（以下「要配置時間数」という）の配置を行うこととし、

事前に職員配置計画により市に報告すること。ただし、各月においても少なくと

もその月の延べ保育時間数の２０％以上に相当する時間数の配置を行うこと。 

また、原則として「共同保育」に参加した保育士を移管後に各クラスに配置する

こと。それが困難な状況が生じた場合は、職員間で引き継ぎ内容の共有を図るな

ど、移管後に円滑な保育所運営ができるよう配慮すること。 

なお、「共同保育」に係る費用については、枚方市が必要と認めた額の範囲内で

負担するものとします。 

※枚方市の負担額は、枚方市会計年度任用職員（保育士）賃金を基に、上記要配

置時間数に係る６人分とします。 

※朝夕の合同保育についても、引き継ぎを受けるよう努めることとし、配置時間

を上記の負担額の対象とします。 

⑤看護師、調理員についても、「共同保育」期間中に随時派遣し引き継ぎを受ける

こと。 

⑥共同保育期間中にクラス担任予定者等は、枚方市の保育士とともに保護者との個
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人懇談を行うこと。 

⑦移管後、枚方市職員が保育内容等の確認のために訪問するときは、協力すること。 

（12）その他 

①保育所名については、「桜丘北」の名称を残すこと。また、クラス名についても現

在、使用しているクラス名を残すこと。 

②保育所内に設置されている卒園制作の記念物等については可能な範囲で移設等

を検討するとともに、やむを得ず撤去や廃棄を行う場合は事前に保護者の意見

を聴いた上で、写真等による記録を行うこと。 

③園の運営にあたっては、保護者及び地域に対して誠意を持って対応すること。 

④家庭及び地域と連携して保育が展開されるよう配慮すること。 

⑤既に入所している児童の保護者の負担が増えないようにすること。 

 ただし、新たなサービス実施の対価として負担を求める場合は、事前に保護者に

説明し、理解を得た上で実施すること。 

⑥桜丘北保育所の保護者が、法人が運営している保育所の見学を要望した場合、可

能な限り協力すること。 

⑦自動車での送迎に対する安全対策として、朝・夕の送迎時に警備員等を配置する

こと。 

⑧保育所設置申請等の手続きについては法人が行い、費用は法人の負担とする。 

⑨本要項に記載する内容について、疑義又は履行困難な状況が生じるおそれがある

場合には、早急に市と協議を行うとともに、必要に応じて保護者に説明を行う等

丁寧な対応に努めること。 

 

５． 保育所運営申込書等の配布 

（１）配布日時：令和４年６月３日（金）から８月１９日（金）まで 

        午前９時から午後５時３０分まで（正午から午後１時００分を除く） 

        ※土曜日、日曜日、祝日は除く。 

（２）配布場所：枚方市役所子ども未来部子育て支援室私立保育幼稚園課（市役所別館

５階） 

※保育所運営申込書等は、市ホームページからダウンロードして入手できます。 

 

６． 申込受付及び場所 

（１）受付期間：令和４年８月１２日（金）から８月１９日（金）まで 

午前９時から午後５時３０分まで（正午から午後１時００分を除く） 

※土曜日、日曜日、祝日は除く。 

（２）受付場所：枚方市役所子ども未来部子育て支援室私立保育幼稚園課（市役所別館

５階） 

（３）項目８に示す．「説明会の開催及び現地見学会」に参加していることが申し込み
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条件となります。 

（４）申し込みにあたっては、保育所運営申込書等に必要事項を記入の上、直接ご持   

参ください（郵送等による申し込みは受け付けません）。 

（５）提出部数：１３部（正本１部、写し１２部） 

   ※上記、受付日時後の申し込みは受け付けません。 

（６）状況により追加書類を提出していただくことがあります。 

（７）提出された保育所運営申込書等については、お返ししません。 

（８）応募に関し必要な費用は、応募法人の負担とします。 

（９）提出書類に虚偽、不正があった場合や応募法人及び応募法人の関係者に選定に対

する不当な要求があった場合、その他不正な行為があった場合は、失格となるこ

とがあります。 

（10）書類提出後の辞退はできません。 

 

７．提出書類 

  別紙「枚方市立保育所移管に係る提出書類等及びプレゼンテーションについて」に

定める各種書類。 

 

８．説明会の開催及び現地見学会について 

    本件募集にあたり、説明会等を次のとおり開催します。 

◇日  時：令和４年６月１９日（日）午後１時００分から 

◇場  所：枚方市立桜丘北保育所（枚方市桜丘町２０－１）（説明会は遊戯室にて

実施し、その後、見学会を実施します。） 

※応募を予定している法人は必ず説明会等に参加してください。参加申し込みは令

和４年６月１６日（木）午後５時３０分までに、１法人４人以内で参加者氏名を報

告してください。期日までに申し込みがなければ、参加することはできません。 

当日の集合時間、場所については、申し込みのあった法人に６月１７日（金）にご

連絡します。 

 

９．募集に係る質問等について 

◇本件募集に係る質問等がある場合は、別紙「質問書」に記載し、令和４年８月３

日（水）までに、ファクスまたは電子メールで、ご提出ください。 

◇回答については、８月１０日（水）までに、枚方市のホームページ上で随時公開

します。 

  ファクス番号  ０７２－８４１－４３１９ 

    メールアドレス s-hoyou@city.hirakata.osaka.jp 
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10.選定及び決定等 

（１）選定は、枚方市立保育所民営化に係る運営法人選定審査会（以下、「選定審査会」

という。）において行い、その選定結果を踏まえて、枚方市が決定します。 

（２）応募締切後、応募された法人名を市のホームページで公表します。 

（３）選定は、提出された書類及び応募法人の代表者等によるプレゼンテーションによ

り行います。プレゼンテーションは１５分以内とし、プレゼンテーション後、ヒ

アリングを行います（プレゼンテーションを含め、おおむね４０分程度）。なお、

その内容については会議録として、後日、公表します。また、新型コロナウイル

ス感染防止対策の観点から、オンラインでのプレゼンテーション、ヒアリングと

なる場合があります。 

（４）選定は、選定審査会において、別に定める選定基準に基づき採点を行い、最高点

となった法人を選定します。 

（５）応募法人が１法人の場合、選定審査会において採点を行い、別に定める基準点を

満たしていることを条件に選定します。 

（６）選定結果については、書面で通知します。また、法人決定後、市のホームページ

で公表します。本件に係る応募法人からの提出書類について情報公開請求があっ

た場合は、枚方市情報公開条例に基づき公開します。 

（７）法人選定後、選定された法人の様式９〔提案内容概要書〕については、保護者等

への説明資料として活用します。 

 

11．問い合わせ先 

枚方市子ども未来部子育て支援室私立保育幼稚園課 

住 所 枚方市大垣内町２丁目１番２０号 

ＴＥＬ ０７２－８４１－１４７１（直通） 

ＦＡＸ ０７２－８４１－４３１９ 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ s-hoyou@city.hirakata.osaka.jp 
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＜参考資料１＞ 

１．桜丘北保育所民営化に伴う各施設位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仮設候補用地  

全国民間賃貸サービス合同会社所有地 

仮設候補用地 

株式会社小松製作所所有地 

桜丘北小学校 

桜丘北保育所 

2219.01 ㎡ 
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２．桜丘北保育所 位置図 

 

 

３．民地（仮設候補用地 全国民間賃貸サービス合同会社所有地）位置図 
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４．民地（仮設候補用地 株式会社小松製作所所有地）位置図 
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用地概況 

 

 桜丘北保育所 仮設候補用地 仮設候補用地 

所有者 枚方市 全国民間賃貸サービス合

同会社 

株式会社小松製作所 

所在地 桜丘町２０－１ 星丘四丁目１８９９番３ 

 

村野高見台２１３０番３ 

村野高見台２１３５番 

村野高見台２１９８番５ 

村野高見台２１９９番１ 

の一部 

 

敷地面積 ２,２１９．０１㎡ 約３，０００㎡の一部 約１，４００㎡ 

用途地域 第一種中高層住居

専用地域 

第一種中高層住居専用地

域 

①第一種中高層住居専用

地域 

②第一種住居地域 

③工業専用地域 

建ぺい率  ６０％  ６０％  ６０％ 

容積率  ２００％  ２００％  ２００％ 

防火地域 準防火地域 準防火地域 ①準防火地域 

②準防火地域 

③指定なし 

高度地区 第２種高度地区 第２種高度地区 ①第２種高度地区 

②第３種高度地区 

③指定なし 

賃料等 無償 有償※ 

 

法人決定後、土地所有者

と協議を行い、契約締結

をもって金額の決定をす

ること。 

 

賃借期間 

令和６年２月１日から 

令和７年３月３１日まで 

 

有償※ 

 

法人決定後、土地所有者と

協議を行い、契約締結をも

って金額の決定をするこ

と。 

 

賃借期間 

令和６年２月１日から 

令和７年３月３１日まで 
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＜参考資料２＞ 

   枚方市私立保育所子ども・子育て支援事業補助金交付要綱 

 

 

制定 平成 26 年 ８ 月 19 日枚方市要

綱第 80 号 

最終改正 令和 ４ 年 ３ 月 ８ 日枚方市要

綱第 ５ 号 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、枚方市補助金等交付規則（昭和40年枚方市規則第30号）の規定に基づ

いて交付する私立保育所子ども・子育て支援事業補助金（以下「補助金」という。）につ

いて必要な事項を定めるものとする。 

 （目的） 

第２条 補助金の交付の目的は、私立保育所（児童福祉法（昭和22年法律第164号）第39条

第１項に規定する保育所のうち同法第35条第４項の規定により市町村以外の者が設置し

たものであって、その定員が40人以上のものをいう。以下同じ。）における保育内容及び

地域における子育て支援サービスの充実を図ることとする。 

 （補助金の交付の対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、私立保育所の設置者とする。 

 （補助対象行為） 

第４条 補助金の交付の対象となる行為は、市内に所在する私立保育所の運営（地域に密着

した私立保育所として求められる子育て支援サービスの実施を含む。）とする。 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、別表の補助種別の欄に掲げる補助種別ごとに、同表の補助対象経費

の欄に定める補助対象経費から当該補助種別に係る保護者の負担額その他市長が指定す

る収入を控除した額と同表の算定基準の欄に定める算定基準により算定した額とを比較

して、いずれか少ない方の額の合計額とする。 

２ 補助金の額は、別表の補助種別の欄に掲げる補助種別ごとに、それぞれ同表の補助要件

の欄に定める補助要件を備えているものについて算定するものとする。 

３ 市長は、別表の補助要件の欄に定める補助要件を備えている期間が12月に満たないと

認める場合において、第１項の算定基準が年額で定められているときは、同項の算定基準

により算定した額を月割りして同項の規定を適用することがある。この場合において、

1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

 （条件） 

第６条 市長は、補助金の交付の決定をする場合においては、次に掲げる条件を付するもの

とする。 

 ⑴ 私立保育所の施設及び運営は、枚方市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を
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定める条例（平成25年枚方市条例第57号）その他市が示す基準に適合するようにしなけ

ればならないこと。 

 ⑵ 補助金は、施設ごとの経理区分の収入とし、別表の補助種別の欄に掲げる補助種別ご

とに同表の補助対象経費の欄に定める補助対象経費に充てるものとして経理しなけれ

ばならないこと。 

 （補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。 

 

   附 則 

１ この要綱は、制定の日から施行する。 

２ この要綱の規定は、平成26年度以後の年度分の補助金について適用し、平成25年度まで

の年度分の運営費補助金については、なお従前の例による。 

３ 枚方市私立保育所子ども・子育て支援事業補助金交付要綱（平成26年枚方市要綱第15

号。以下「旧要綱」という。）は、廃止する。 

４ この要綱の施行の日前に旧要綱の規定によりなされた申請その他の行為は、この要綱

の相当規定によりなされた申請その他の行為とみなす。 

５ 市長は、この要綱による補助金交付制度に対する国又は大阪府の補助制度の見直し又

は廃止が行われたときは、その交付状況、社会状況の変化等を勘案し、この要綱による補

助金の交付の必要性について検討を加え、その結果に基づき所要の措置を講ずるものと

する。 

   附 則［平成27年4月1日枚方市要綱第34号］ 

１ この要綱は、制定の日から施行する。 

２ この要綱の規定は、平成27年度以後の年度分の補助金について適用し、平成26年度まで

の年度分の運営費補助金については、なお従前の例による。 

   附 則［平成27年10月29日枚方市要綱第65号］ 

１ この要綱は、制定の日から施行する。 

２ この要綱の規定は、平成27年度以後の年度分の補助金について適用し、平成26年度まで

の年度分の運営費補助金については、なお従前の例による。 

   附 則［平成28年6月16日枚方市要綱第45号］ 

１ この要綱は、制定の日から施行する。 

２ この要綱の規定は、平成28年度以後の年度分の補助金について適用し、平成27年度まで

の年度分の補助金については、なお従前の例による。 

   附 則［平成29年5月25日枚方市要綱第42号］ 

１ この要綱は、制定の日から施行する。 

２ この要綱の規定は、平成29年度以後の年度分の補助金について適用し、平成28年度まで

の年度分の補助金については、なお従前の例による。 
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   附 則［平成30年1月12日枚方市要綱第1号］ 

１ この要綱は、制定の日から施行する。 

２ この要綱の規定は、平成29年度以後の年度分の補助金について適用し、平成28年度まで

の年度分の補助金については、なお従前の例による。 

   附 則［平成30年10月11日枚方市要綱第68号］ 

１ この要綱は、制定の日から施行する。 

２ この要綱の規定は、平成30年度以後の年度分の補助金について適用し、平成29年度まで

の年度分の補助金については、なお従前の例による。 

   附 則［令和元年5月23日枚方市要綱第5号］ 

１ この要綱は、制定の日から施行する。 

２ この要綱の規定は、令和元年度以後の年度分の補助金について適用し、平成30年度まで

の年度分の補助金については、なお従前の例による。 

   附 則［令和元年11月20日枚方市要綱第24号］ 

１ この要綱は、制定の日から施行する。 

２ この要綱の規定は、令和元年度以後の年度分の補助金について適用し、平成30年度まで

の年度分の補助金については、なお従前の例による。 

   附 則［令和2年5月25日枚方市要綱第43号］ 

１ この要綱は、制定の日から施行する。 

２ この要綱の規定は、令和２年度以後の年度分の補助金について適用し、令和元年度まで

の年度分の補助金については、なお従前の例による。 

   附 則［令和3年3月31日枚方市要綱第29号］ 

１ この要綱は、制定の日から施行する。 

２ この要綱の規定は、令和２年度以後の年度分の補助金について適用し、令和元年度まで

の年度分の補助金については、なお従前の例による。 

   附 則［令和3年3月8日枚方市要綱第5号］ 

１ この要綱は、制定の日から施行する。 

２ この要綱の規定は、令和３年度以後の年度分の補助金について適用し、令和２年度まで

の年度分の補助金については、なお従前の例による。 

 

別表（第５条、第６条関係） 
 

補 助 種 別 
 

補 助 要 件 補助対象経費 算   定   基   準 
 

嘱 託 医 手 当 加 算 
 

嘱託医又は嘱託歯科

医を設置し、児童の

健康診断を実施して

いること。 

 

保育費用交付額を超

えて支出する嘱託医

手当、嘱託歯科医手

当及び児童の健康診

断の実施に要する経

費 
 

 

１施設当たり年額107,200円 
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運 営 費 補 助 次の各号の要件のい

ずれかを満たしてい

ること。 

⑴ 保育費用交付額

を超えて事務処理

に要する経費、施

設管理に要する経

費その他保育所の

運営に要する経費

を支出しているこ

と。 

⑴ 補助要件の欄第

１号の要件を満た

している場合 保

育に直接必要と認

められる保育材料

等の購入費、児童

の環境衛生の維持

及び健康管理に要

する経費、園外保

育及び特別行事の

実施に要する経 

次の表の左欄に掲げる定員の区分に応じ､

同表の中欄に定める基準額（年額）。ただし、

事務処理に要する経費については、同表の

右欄に定める限度額を超えることができな

い。 
 

定員の区分 
基準額 

（年額） 
限度額 

40人以上 

60人未満 
10,036,000円 2,240,000円 

60人以上 

90人未満 
11,436,000円 2,800,000円 

 

 
 

⑵ 保育費用交付基

準を超えて保育士

等を雇用している 

こと。ただし、当該

保育士等に係る総

雇用時間数が正規

保育時間数以上で

なければならな

い。 

⑶ 保育費用交付基

準を超えて看護師

等その他市長が認

める職員を雇用し

ていること。ただ

し、病児保育事業

費補助の項の補助

要件の欄第１号に

該当するものとし

て同項の補助を受

けるときは、運営

費補助について、

それらの職員を雇

用していないもの

とみなす。 
 

 

費、事務処理に要

する経費、施設管

理に要する経費そ

の他保育所の運営

に要する経費（給

食材料の購入費を

除き、保育費用交

付額を超えて支出

するものに限る。） 

⑵ 補助要件の欄第

２号の要件を満た

している場合 保

育費用交付基準を

超えて雇用してい

る保育士等の人件

費 

⑶ 補助要件の欄第

３号の要件を満た

している場合 保

育費用交付基準を

超えて雇用してい

る看護師等その他

市長が認める職員

の人件費 
 

 

90人以上 

120人未満 
12,136,000円 3,080,000円 

120人以上 13,336,000円 3,560,000円 

備考 

 １ 本市配置基準を満たしていない場合又は

本市配置基準を超えていない場合（本市配置

基準の保育士の数と当初配置基準の当該数

とが等しい場合に限る。）は、この表の中欄の

基準額（年額）から2,436,000円を上限として

市長が定める額を減額するものとする。 

２ 26人以上の１歳児の保育を実施し、かつ、本

市配置基準を満たしている場合（本市配置基

準の保育士の数から当初配置基準の当該数を

差し引いた数が２である場合に限る。）は、こ

の表の中欄の基準額（年額）に2,436,000円を

上限として市長が定 める額を増額するもの

とする。 

３ 看護師等その他市長が認める職員を雇用し

ていない場合は、この表の中欄の基準額（年

額）から2,000,000円を上限として市長が定め

る額を減額するものとする。 

４ 補助対象経費の欄に定める補助対象経費の

額がこの表の中欄の基準額（年額）を超える場

合は、補助対象経費の欄第１号に規定する補

助対象経費につき、250,000円を限度に、地域

子育て支援補助に加えて算定することがあ

る。 

５ 開所時間推進費補助の項補助対象経費の欄

に定める補助対象経費の額が同項算定基準の

欄に定める額に満たない場合には、この表の

中欄の基準額（年額）に当該満たない額を上限

として市長が定める額を増額するものとす

る。 
 

病 児 保 育 

事 業 費 補 助 

 

次の各号の要件のい

ずれかを満たしてい

ること。 

⑴  病児保育事業

（体調不良児対応

型）を実施してい

ること。 

⑵  病児保育事業

（体調不良児対応

型）を実施するた

めに必要な設備の

整備等を実施する

こと。ただし、１施

設につき１回限り

とする。 
 

 

⑴ 補助要件の欄第

１号の要件を満た

している場合 病

児保育事業（体調

不良児対応型）の

実施に要する経費 

⑵ 補助要件の欄第

２号の要件を満た

している場合 病

児保育事業（体調

不良児対応型）を

実施するために必

要な設備の整備等

に要する経費 

 

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める額の合計額 

⑴ 補助要件の欄第１号の要件を満たして

いる場合 １施設当たり年額4,499,000

円。ただし、病児保育事業（体調不良児対

応型）の実施期間が６月未満の場合は、１

施設当たり年額2,249,000円とする。 

⑵ 補助要件の欄第２号の要件を満たして

いる場合 １施設当たり年額1,029,000

円 
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開所時間推進費補助 
 

次の各号の要件をい

ずれも満たしている

こと。 

⑴ 通常の開所時間

が11時間15分を超

えていること。 

⑵ 午前７時から午

前９時まで又は午

後５時から午後６

時までの時間にお

いて勤務する保育

士等を雇用してい 

 

雇用している補助要

件の欄第２号の保育

士等の人件費 

 

１施設当たり年額1,300,000円 

  
 ること。   
 

障 害 児 保 育 補 助 
 

次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号

に定める要件を満た

していること。 

⑴ 保育士等の人件

費 市長、関係機

関及び保護者との

協議に基づき障害

児又は特例加配の

対象となる児童の

保育を実施し、か

つ、当該障害児又

は特例加配の対象

となる児童の保育

のための保育士等

を加配しているこ

と。 

⑵ 障害児の保育に

係る環境改善の実 

 施に要する経費●

特児１級児又は特

児２級児の保育を

実施している場合

において、当該障

害児の保育に必要

な設備の整備若し

くは軽微な改修又

は障害児用の大型

遊具の設置、更新

等の環境改善を実

施すること。 

 

⑴ 補助要件の欄第

１号の要件を満た

している場合 障

害児又は特例加配

の対象となる児童

の保育のために加

配された保育士等

の人件費 

⑵ 補助要件の欄第

２号の要件を満た

している場合 障

害児の保育に必要

な設備の整備及び

軽微な改修並びに

障害児用の大型遊

具の設置、更新等

に要する経費  

 

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める額の合計額。ただし、開所時間推進費

補助の項補助対象経費の欄に定める補助対

象経費の額が同項算定基準の欄に定める額

に満たない場合には、当該満たない額を上

限として市長が定める額を増額するものと

する。 

⑴ 当該障害児又は特例加配の対象となる

児童の保育のために保育士等を雇用して

いる場合 次に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ次に定める額の合計額 

イ 特児１級児に係るもの 当該障害児

１人当たり年額3,000,000円（勤務時間

が就業規則上の週所定労働時間を満た

さない保育士等である場合は、月額

170,000円を基に算定した 額） 

ロ 障害児（特児１級児を除く。）に係る

もの●当該障害児１人当たり年額

1,500,000円（当該障害児の合計数が奇

数である場合は、１人分のみ、年額

2,078,000円（12月分でない場合は、月

額173,000円）） 

ハ 特例加配の対象となる児童に係るも

の  当 該 児 童 １ 人 当 た り 年 額

2,078,000円（12月分でない場合は、月

額173,000円） 

ニ 延長保育事業費補助の項補助対象経

費の欄に規定する延長保育を実施する

障害児であって、日常的に医療上の措

置を要するものに係るもの●当該障害

児１人当たり年額648,000円 

⑵ 障害児の保育に係る環境改善を実施し

た場合 １施設当たり年額1,029,000円 
 

医療的ケア児保育 

支 援 事 業 費 補 助 

 

医療的ケア児保育支

援事業を実施してい

ること。 

 

医療的ケア児保育支

援事業の実施に要す

る経費 

 

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める額 

⑴ 看護師等が医療的ケアを行う場合 １

施設当たり年額5,320,000円 

⑵ 看護師等を配置しない場合に、保育士

等（認定特定行為業務従事者に限る。）が

医療的ケアを行うとき １施設当たり年

額4,960,000円 
 

延長保育事業費補助 
 

延長保育事業（一般
 

延長保育事業（一般
 

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に
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型）を実施している

こと。 

 

 

 

 

型）の実施に要する

経費のうち、開所時

間（当該開所時間が

11時間以上の場合に

限る。）を超えて実施

する延長保育に要す

る経費 

定める額の合計額 

⑴ 基本分 １施設当たり月額115,000円 

⑵ 加算分 対象児童の数から６人を控除

した児童数に月額5,000円を乗じて得た

額 

 

食 物 ア レ ル ギ ー 

対 策 費 補 助 

 

次の各号の要件をい

ずれも満たしている

こと。 

⑴ 食物アレルギー

児童の保育を実施 

 

保育費用交付基準を

超えて雇用する加配

調理員の人件費 

 

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める額の合計額 

⑴ 基本分 １施設当たり月額95,000円 

⑵ 加算分 次に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ次に定める額の合計額 
 
 

 

 

 

 

していること。 

⑵ 食物アレルギー

児童のために加配

調理員を雇用して

いること。 

 

 イ 牛乳、卵、大豆製品、小麦及びそ  

ばのうち３品目以上にアレルギー症状

を呈する食物アレルギー児童の保育を

実施している場合又は食物アレルギー

によりアナフィラキシー等の症状を呈

すると認められる児童の保育を実施し

ている場合 １施設当たり次の表の左

欄に掲げる当該児童の数の区分に応

じ、同表右欄に定める額 

当該児童の数の区分 月額 

５人以下 47,500円 

６人以上10人以下 95,000円 

11人以上15人以下 142,500円 

16人以上 190,000円 

 ロ 食物アレルギー児童を保育している

小規模保育事業所の連携施設として調

理業務を実施し、当該小規模保育事業

所に食事を搬入している場合●１施設

当たり月額47,500円 

 

夜間保育事業費補助 
 

夜間保育推進事業を

実施していること。 

 

夜間保育推進事業の

実施に要する経費 

 

１施設当たり年額1,500,000円。ただし、夜

間保育推進事業の実施期間が６月未満の場

合は、１施設当たり年額750,000円とする。 

 

保 育 体 制 強 化 

事 業 費 補 助 

 

保育体制強化事業を

実施していること。 
 

 

保育体制強化事業の

実施に要する経費 

 

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める額 

⑴ 保育支援者を配置している場合 １施

設当たり月額100,000円 

⑵ 次のいずれかに該当する者に児童の園

外活動時の見守り等を行わせる場合 

  １施設当たり月額45,000円 

 イ 保育支援者 

 ロ 安全管理に知見を有する者として市

長が認めた者（当該施設から謝金の支

払を受けている者又は当該施設から児

童の園外活動時の見守り等を委託され

ている者に限る。） 

 

保 育 補 助 者 雇 上 

強 化 事 業 費 補 助 

 

保育補助者雇上強化

事業を実施している

こと。 
 

 

保育補助者雇上強化

事業の実施に要する

経費 

 

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める額 

⑴ 定員が121人未満の場合 １施設当た

り年額3,111,000円 
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⑵ 定員が121人以上の場合 １施設当た

り年額6,222,000円 

 

保育士宿舎借り上げ

支 援 事 業 費 補 助 

 

保育士宿舎借り上げ

支援事業を実施して

いること。 
 

 

保育士宿舎借り上げ

支援事業の実施に要

する経費 

 

１人当たり月額61,500円 

 

保育士等確保・定着 

支 援 事 業 費 補 助 

 

勤務時間が就業規則

上の週所定労働時間

を満たし、かつ、雇用

の期間を定めていな

い保育士又は看護師

等を雇用しているこ

と。 

 

当該年度の末日まで

（別に定めるやむを

得ない事由がある場

合にあっては、別に

定める日まで）継続

して雇用した補助要

件欄に規定する保育 

 

１人当たり月額10,000円 

 
  士又は看護師等の人

件費 

 

 

 

地域子育て支援補助 

 

第１号及び第５号の

事業を実施し、第１

号、第４号及び第５

号の事業を実施し、

又は第２号から第４

号までの事業のうち

２以上のもの並びに

第１号及び第５号の

事業を実施している

こと。 

⑴ 私立保育所内外

で定期的に実施す

る子育てに係る相

談及び指導等を行

う事業 

⑵ 枚方版ブックス

タート事業 

⑶ 地域の気になる

子ども及びその家

庭を支援する事業 

⑷ 絵本とのふれあ

い事業 

⑸ 前各号に掲げる

もののほか、地域

の子育て家庭を対

象とした子育て支

援事業 

 

補助要件の欄第１号

から第５号までの事

業に要する経費。た

だし、同欄第１号か

ら第５号まで（第４

号を除く。）の事業に

従事する保育士等の

雇用に係る経費以外

の経費の同欄第１号

から第５号まで（第

４号を除く。）の事業

に要する経費に占め

る割合は、４分の１

以内とする。 

 

⑴ 補助要件の欄第１号から第５号までの

事業の全てを実施する場合 １施設 当

たり年額1,850,000円 

⑵ 補助要件の欄第１号、第２号、第３号及

び第５号又は第１号、第２号、第４号及び

第５号の事業の全てを実施する場合（前

号に該当する場合を除く。） １施設当た

り年額1,480,000円 

⑶ 補助要件の欄第１号、第３号、第４号及

び第５号の事業の全てを実施する場合

（前２号に該当する場合を除く。） １施

設当たり年額1,110,000円 

⑷ 補助要件の欄第１号、第４号及び第５

号の事業の全てを実施する場合（前３号

に該当する場合を除く。） １施設当たり

年額740,000円 

⑸ 補助要件の欄第１号及び第５号の事

業をいずれも実施する場合（前各号に該

当する場合を除く。） １施設当たり年額

370,000円 

 

備考 

１ 嘱託医手当加算の項及び運営費補助の項における「保育費用交付額」とは、特定教育・保育、特別利用保育、

特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の

算定に関する基準等（平成27年内閣府告示第49号。以下「告示」という。）及び国の通知に準じて市長が定める

額をいう。 

２ 運営費補助の項及び食物アレルギー対策費補助の項における「保育費用交付基準」とは、告示及び国の通知

に定められた基準をいう。 

３ 運営費補助の項、開所時間推進費補助の項、障害児保育補助の項、医療的ケア児保育支援事業費補助の項及

び地域子育て支援補助の項並びに備考12の規定における「保育士等」とは、実際に保育に従事する者をいう。 

４ 運営費補助の項における「総雇用時間数」及び「正規保育時間数」とは、それぞれ市長の定める時間数をい

う。 

５ 運営費補助の項及び医療的ケア児保育支援事業費補助の項における「看護師等」とは、保健師助産師看護師

法（昭和23年法律第203号）第12条第５項（同法第14条第３項において準用する場合を含む。）に規定する保健

師免許証、看護師免許証又は准看護師免許証の交付を受けた者をいう。 
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６ 運営費補助の項における「本市配置基準」とは、１歳児を担当する保育士（児童福祉法第18条の４に規定す

る保育士をいう。以下同じ。）の数が、１歳児の数を５で除して得た数（１未満の端数があるときは、これを切

り上げる。）であることをいう。 

７ 運営費補助の項における「当初配置基準」とは、１歳児を担当する保育士の数が、１歳児の数を６で除して

得た数（１未満の端数があるときは、これを四捨五入する。）であることをいう。 

８ 運営費補助の項並びに備考６及び備考７の規定における「１歳児」とは、当該年度の前年度の末日の年齢が

１歳である者をいう。 

９ 病児保育事業費補助の項における「病児保育事業（体調不良児対応型）」とは、国の通知に定められた病児保

育事業（体調不良児対応型）の対象となる事業をいう。 

10 障害児保育補助の項並びに備考11及び備考12における「障害児」とは、児童福祉法第４条第２項に規定する

者をいう。 

11 障害児保育補助の項における「特児１級児」とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律

第134号）第２条第５項に規定する１級に認定されている障害児を、「特児２級児」とは、同項に規定する２級

に認定されている障害児をいう。 

12 障害児保育補助の項における「特例加配」とは、障害児と同様の配慮を要する障害児以外の児童の保育のた

めの保育士等の加配をいう。 

13 医療的ケア児保育支援事業費補助の項における「医療的ケア児保育支援事業」とは、国の通知に定められた

医療的ケア児保育支援事業の対象となる事業をいう。 

14 医療的ケア児保育支援事業費補助の項における「医療的ケア」とは、人工呼吸器を装着している児童その他

の日常生活を営むために医療を必要とする児童に対し当該医療を行うことをいう。 

15 医療的ケア児保育支援事業費補助の項における「認定特定行為業務従事者」とは、社会福祉士及び介護福祉

士法（昭和62年法律第30号）附則第３条第１項に規定する認定特定行為業務従事者をいう。 

16 延長保育事業費補助の項及び備考17の規定における「延長保育事業（一般型）」とは、国の通知に定められた

延長保育事業の一般型の対象となる事業をいう。 

17 延長保育事業費補助の項における「対象児童」とは、延長保育事業（一般型）の対象となる児童として市長

が認定した者をいう。 

18 食物アレルギー対策費補助の項及び備考19の規定における「食物アレルギー児童」とは、市長が定める食品

に起因する食物アレルギーの症状を呈する児童で、医師が作成する食物アレルギーの診断書又は指示書を市長

に提出し、市長の認定を受けた者をいう。 

19 食物アレルギー対策費補助の項における「加配調理員」とは、食物アレルギー児童のために食事制限又は代

替給食を実施するために加配した調理員をいう。ただし、調理師免許の有無を問わない。 

20 食物アレルギー対策費補助の項における「小規模保育事業所」とは、枚方市地域型保育事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例（平成26年枚方市条例第34号）第29条に規定する小規模保育事業所Ａ型及び同条例

第32条第１項に規定する小規模保育事業所Ｂ型をいう。 

21 食物アレルギー対策費補助の項における「連携施設」とは、枚方市地域型保育事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例第７条に規定する連携施設をいう。 

22 夜間保育事業費補助の項における「夜間保育推進事業」とは、国の通知に定められた夜間保育推進事業の対

象となる事業をいう。 

23 保育体制強化事業費補助の項における「保育体制強化事業」とは、国の通知に定められた保育体制強化事業

の対象となる事業をいう。 

24 保育体制強化事業費補助の項における「保育支援者」とは、保育士資格を有しない者であって、保育士の負

担の軽減に資する業務を行う者として市長が認めるものをいう。 

25 保育体制強化事業費補助の項における「児童の園外活動時の見守り等」とは、散歩等の園外活動時において、

散歩の経路、目的地における危険箇所並びに道路を歩く際の体制及び安全の確認、現地での児童の行動の把握

等を行うことをいう。 

26 保育補助者雇上強化事業費補助の項における「保育補助者雇上強化事業」とは、国の通知に定められた保育

補助者雇上強化事業の対象となる事業をいう。 

27 保育士宿舎借り上げ支援事業費補助の項における「保育士宿舎借り上げ支援事業」とは、国の通知に定めら

れた保育士宿舎借り上げ支援事業の対象となる事業をいう。 

28 保育士等確保・定着支援事業費補助の項における「保育士又は看護師等」とは、保育士又は保健師助産師看

護師法第12条第５項（同法第14条第３項において準用する場合を含む。）に規定する保健師免許証、助産師免許

証若しくは看護師免許証若しくは准看護師免許証の交付を受けた者をいう。 

29 地域子育て支援補助の項における「私立保育所内外」とは、私立保育所及び私立保育所近隣の地域をいう。 

30 地域子育て支援補助の項における「枚方版ブックスタート事業」とは、児童の１歳の誕生月に、当該児童と

その保護者に対し、読み聞かせ及び絵本の無料配付を行う事業をいう。 

31 地域子育て支援補助の項における「地域の気になる子ども」とは、枚方市教育・保育給付認定及び施設等利

用給付認定並びに保育所等の利用調整に関する規則（平成27年枚方市規則第42号）第２条第１号イからニまで
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に該当する児童をいう。 

32 地域子育て支援補助の項における「絵本とのふれあい事業」とは、就学前の児童及びその保護者を対象に絵

本の読み聞かせ及び貸出しを行う事業をいう。 
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＜参考資料３＞ 

 

大阪府公正採用選考人権啓発推進員設置要綱 

 

１．目 的 

 日本国憲法には、基本的人権の一つとして、｢職業選択の自由｣が規定されており、こうし

た権利が保障されるためにはすべての人々に対して、｢基本的人権が尊重された公正な採用

選考｣が行われ､就職の機会均等が保証されることが必要である。 

 とりわけ､同和問題などの社会的事情等により著しく就職が阻害されている者をはじめ

女性､障害者､在日韓国･朝鮮人､母子･父子家庭等の方々などの就職の機会均等を保証する

ためには､企業自らが､同和問題をはじめとする人権問題を正しく理解・認識し、応募者本人

の適性と能力に基づく公正な採用選考を実施することが必要である。 

 このため､一定規模の事業所において｢公正採用選考人権啓発推進員｣（以下｢推進員｣とい

う。）の設置を図り､この推進員に対し研修等を行うことにより､適正な採用選考システムの

確立を図るとともに､推進員が中心となって､企業内従業員に対する同和問題をはじめとす

る人権問題研修計画の樹立､研修の実施等を推進することを目的とする。 

 

２．推進員選任対象事業所 

（１） 常時使用する従業員の数が 25人以上の事業所。 

ただし、工場､支店、営業所等については､人事権（採用権）を有する事業所。 

 （２）（１）のほか、大阪府知事が､選任することが適当であると認める事業所。  

 

３．推進員の選任基準 

 推進員は､原則として人事担当責任者等、採用選考､その他､人事管理に関する事項につい

て相当の権限を有する者から一事業所につき一名を選任する。 

 なお、事業所の規模等から必要なときは､推進員の補助者を選任し､本制度の実行を期す

ものとする。 

４．推進員の役割 

 推進員及び補助者は､同和問題などの社会的事情等により著しく就職が阻害されている

者をはじめすべての人々の就職の機会均等を保障すると言う視点に立って、各種研修会等

に積極的に参加するなど自己啓発に努め、次の事項について中心的役割を果たすものとす

る。 

（１） 適正な採用選考システム、人事管理体制等の確立を図ること。 

（２） 従業員に対し、同和問題をはじめとする人権問題についての正しい理解と認識を

深めていくため､研修計画の策定及び実施に関すること。 

（３） 関係行政機関との連絡に関すること。 
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５．報 告 

（１） 推進員及び補助者を選任した場合は､別紙様式 1 により事業所管轄公共職業安定

所を通じて大阪府知事あて報告するものとする。 

なお､人事異動等により変更のあった場合も同様とする。 

（２） 従業員に対し、同和問題をはじめとする人権問題についての正しい理解と認識を

深めていくため研修を実施するときは、｢企業内人権啓発研修実施計画書｣（別紙

様式２）を研修実施の１ヶ月前までに報告するとともに、研修実施後、速やかに

｢企業内人権啓発研修実施報告書｣（別紙様式３）により大阪府知事あて報告する

ものとする。 

 

附 則 

この要綱は､平成 ９年 ５月 ７日より施行する。 

この要綱は､平成１２年 ４月 １日一部改正施行する。 

この要綱は､平成１４年 ４月 １日一部改正施行する。 

この要綱は､平成１５年 ４月 １日一部改正施行する。 

この要綱は､平成１５年 ８月 １日一部改正施行する。 

 

 

 



枚方市立保育所民営化に係る運営法人選定審査会選定結果

法人１ 法人２ 法人３ 法人１ 法人２ 法人３

１．応募法人の経営等に関する事項 70 65 53 35 92.9% 75.7% 50.0%

（１）経営方針及び応募の動機・目的

（２）資金計画

２．保育所運営に関する事項 119 109 87 75 91.6% 73.1% 63.0%

（１）保育理念・保育方針

（２）保育所運営事項

（３）危機管理体制及び安全対策

（４）衛生管理及び新型コロナウイルス感染症対策

（５）外部監査

３．保育内容等に関する事項 140 132 94 87 94.3% 67.1% 62.1%

（１）保育内容

（２）多様な保育ニーズ、地域との交流等に係る提案

（３）保育の質の向上

55 60.4%

17 60.7%

15 71.4%

50.0%

21 50.0%

13 46.4%

42.9%

37 75.5%

6 57.1%

17 81.0%

9 64.3%

10 92.9% 71.4%

10 71.4%

17 60.7%

36 85.7%

17 60.7%

93.9%

89.3%

49

12 85.7%

58 63.7%

19 67.9%

40 81.6%

8

　①衛生管理が行われ、マニュアルが整備されている。新型コロナウイルス感染症対策について必要な措
  置が講じられている。

92.9%

95.6%

28 26 92.9%

28 27 96.4%

42 38 90.5%

14

21 19

　③障害児保育に取り組んでいる。今後障害児保育に取り組むこととしている。

　④障害児保育に係る人材配置や研修及び適切な環境整備が提案されている。

　②上記の事業の他、園行事、給食、食育、児童の健康管理等について独自の企画提案がなされている。

　①福祉サービス第三者評価を受けることとされている。

　②職員の研修に積極的に取り組んでいる。保育の質の向上につながる提案がなされている。

　⑤公立保育所で提供していた給食を基本としている。アレルギー対応について除去食や代替食等の配慮
　がされている。

　⑥内科健診、尿検査が年２回以上、歯科健診が年１回以上予定されている。

　①地域子育て支援事業等が予定されている。

　①設立目的・経営実績、組織の状況及び運営方針の具体的な説明がなされている。

　②申請時において、保育所又は幼保連携型認定こども園の運営実績が10年以上ある。

　①保育理念が児童福祉法等の趣旨を踏まえ、適切なものとなっている。

　②保育所運営方針が、保育所設置目的を踏まえ、適切なものとなっている。

　①令和6年度の定員を90人定員としている。

　③応募の動機や目的が市民営化方針を踏まえ示されている。

　①過去３年間の経営状態が安定している。

　②保育所整備資金が確保できている。

　③保育所運営のための運転資金が確保できている。

28 25

　④19時を超える延長保育が提案されている。

14

　②0、1、2歳で定員の4割を超え、かつ、地域の待機児童等の動向を踏まえた定員設定となっている。

　③開所時間が７時から19時となっている。保育所休所日が、日・祝・年末年始となっている。

　①災害訓練、消防訓練等の実施が予定されており、不法侵入者対策や各種マニュアル整備されている。

46

14 12

要求事項 満点
得点 得点割合（得点/満点）

85.7%

　①枚方市等の監査結果を受け、その後の改善措置が講じられている。

　⑤（独）日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に加入を予定している。

14 13

13

91 87

90.5%

　①保育課程、指導計画を作成し、計画に基づき保育を行うこととされている。

　②子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育内容に創意工夫を行っている。

別添３
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枚方市立保育所民営化に係る運営法人選定審査会選定結果

法人１ 法人２ 法人３ 法人１ 法人２ 法人３
要求事項 満点

得点 得点割合（得点/満点）

別添３

４．職員体制に関する事項 105 93 68 64 88.6% 64.8% 61.0%

５．引継ぎに関する事項 105 99 64 59 94.3% 61.0% 56.2%

６．保護者への対応に関する事項 49 43 34 35 87.8% 69.4% 71.4%

７．保育所整備計画に関する事項 112 98 68 59 87.5% 60.7% 52.7%

得点合計　※全委員の配点合計(700点満点） 700 639 468 414 91.3% 66.9% 59.1%

評価内容

法人1

法人２

法人３

60.7%

64

69.4%

68

59 56.2%

35 71.4%

61.0%

桜丘北保育所のある中部地域で保育所を２園運営し、財務面でも堅実な経営が評価できる。他市での公立保育所民営化に係る運営実績をもとに、現場引継ぎを
重視した具体的な提案があり、保護者の不安解消に積極的な姿勢が評価できる。保育については、子どもを真ん中におくことを基本として、発達過程に応じた年
齢別保育を行うとともに、医療的ケア児を含む障害児や外国籍の子ども等の受入れに積極的に取組むとともに、食育に関しても力を入れた取組みを行うものとし、
園内研修、外部研修、法人研修を定期的に行って保育の質の向上に努めると提案があった。保育所整備についても、保育環境の向上が見込まれる提案がされ
ているとともに、実績に基づく地域や保護者とのつながりを重視した取組みの提案がなされるなど、総合的に優れた提案内容であると評価できる。

34

52.7%

61.0%68 64.8%64

（２）施設長予定者は保育に対する熱意と識見を持っている。

（４）シックハウス対策が行われている。新型コロナウイルス感染症対策として、機械換気の導入や抗菌
    対策等が提案されている。

98

105 99

87.8%

87.5%

49 43

94.3%

59

（５）駐車場の整備や近隣の駐車場の借り上げなど、駐車場確保策が検討されている。

（６）朝・夕の送迎時に警備員を配置することが予定されている。

（２）保護者及び地域への対応について誠意が感じられる。保護者や地域と連携した保育が展開されるよ
　　う配慮されている。

（３）現行より保護者負担が増えないようにしている。

（４）保護者の保育所見学に対し、協力的である。

（１）新たな保育所、仮設保育所の整備が、市条例等の関係法令を順守した整備計画となっている。

（１）公立保育所の保育を引き継ぐことについて理解し、誠実に取り組もうとしている。

112

（２）必要に応じ保護者説明会の開催、三者懇談会の設置が予定されている。

（３）１年前より年中行事等の参加（障害児等配慮を要する子どもの保育状況や対応の確認など含む）を
    予定している。看護師、調理員についても引継ぎを予定している。

（４）共同保育期間中の職員体制が確保されている。共同保育中の職員確保について具体案が示されてい
　　る。朝夕の合同保育についても、引継ぎが予定されている。

（２）保育環境の向上が見込まれる、保育所整備計画となっている。

（３）良好な保育環境の確保について、子どもの視点に立った施設整備、安全確保が提案されている。

（５）共同保育期間中に個人懇談会が予定されている。

（６）運営移管後、市職員による民営化後の保育の確認に協力的である。

（７）保育所名について、保護者の意見を聞くこととしている。現在のクラス名を残すことに配慮してい
　　る。

（８）卒園制作の記念物等について、移設等の検討がされている。

（１）苦情解決責任者及び苦情受付担当者が設置されている。苦情解決に係る第三者委員会の設置が予定
　　されている。

（３）保育士配置基準は市条例等を遵守し、１歳児の保育士配置基準が、児童５人に対し保育士１人とさ
　　れている。

（４）保育体制は、保育士の年齢や経験年数を配慮した構成となっている。桜丘北保育所に勤務している
　　会計年度任用職員等が就労を希望する場合は、その採用が予定されている。

（５）昨今の保育士不足を踏まえ、保育士確保について具体案が示されている。

（６）看護師の配置が予定されている。

（７）病児・病後児保育事業の体調不良児対応型の実施を予定されている。

（８）公正採用選考人権啓発推進員の設置が予定されている。

（１）理事長は社会福祉行政の熱意と識見を持っている。

大阪府、兵庫県を中心に多くの施設を運営し、経営基盤が安定していることが評価できる。本市や他市での公立保育所民営化に係る運営実績があり、保育所名
やクラス名、保護者の利用者負担額等について配慮した提案がされている。保育の質の確保では、研修委員会を組織し、職員のキャリアに応じた研修や障害児
や安全管理の研修のほか、スケールメリットを活かした研究発表や、福祉サービス第三者評価を積極的に受審していることが評価できる。保育所整備についても、
幼児用保育室には可動間仕切りを採用して柔軟な運用に対応できるよう配慮されているほか、敷地内に送迎用の駐輪場を増やす提案としている。苦情対応につ
いても、法人内での共有や外部への情報発信等、組織として透明性のある体制づくりがなされている。

他市での公立保育所民営化に係る運営実績があり、保育所名やクラス名、保護者の利用者負担額等について配慮した提案を行っていることが評価できる。コロ
ナ禍で子どもが安心して生活できるように既設園で採用した施設全体の抗ウイルス・抗菌コーティング施工の事例に係る感染症対策の提案がされている。保育所
整備では、仮設園舎候補地の周辺環境等を踏まえ、駐車場を確保しつつ、園庭を菜園側に配置し、子どもが安全に遊べる空間の提案があるほか、既設園舎の
解体撤去にあたっては、防音シート張や水撒きなど、近隣住民への負担に配慮がされている。

105 93 88.6%

 30


	空白ページ

